
1

平成26年度　決算のお知らせ

本年度からスタートした「データヘルス計画」の

具体的な取り組みをご紹介します

健診・検診のアンケート結果のご報告

事務局からのお知らせ

コスモスとマリーゴールドの花畑

2015
Autumn
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平
成
26
年
度
予
算
で
は
、
収
入
に
つ
い
て
は
被
保
険
者
数

お
よ
び
総
標
準
賞
与
額
の
減
少
見
込
に
よ
り
保
険
料
収
入
減

（
対
前
年
度
比
２
２
、７
５
３
千
円
）
が
予
測
さ
れ
、
支
出
に

つ
い
て
は
、
納
付
金
が
前
期
高
齢
者
納
付
金
の
急
増
（
対

前
年
度
比
２
０
４
、８
２
７
千
円
）
お
よ
び
後
期
高
齢
者
支

援
金
の
増
加
（
対
前
年
度
比
１
９
、４
７
０
千
円
）
の
影
響

で
、
対
前
年
度
比
で
２
１
５
、１
８
３
千
円
と
大
き
く
増
加

し
、
保
健
事
業
費
も
疾
病
予
防
費
の
増
加
で
対
前
年
度
比

２
６
、０
３
７
千
円
増
加
す
る
た
め
、
平
成
26
年
度
は
経
常

収
支
差
引
で
２
５
６
、６
７
８
千
円
の
巨
額
な
赤
字
が
見
込

ま
れ
た
年
度
で
し
た
。

　

決
算
状
況
は
、
①
収
入
に
つ
い
て
は
予
算
に
比
較
し
て
、

保
険
料
収
入
が
被
保
険
者
数
お
よ
び
平
均
標
準
報
酬
月
額

が
伸
長
し
た
影
響
で
増
加
（
対
予
算
比
１
７
、３
２
９
千
円

増
）、
②
支
出
に
つ
い
て
は
予
算
に
比
較
し
て
、
保
険
給
付

費
が
本
人
分
医
療
費
お
よ
び
家
族
分
医
療
費
が
減
少
し
た
影

響
で
４
３
、０
９
７
千
円
減
少
し
、
ま
た
保
健
事
業
費
も
対

予
算
比
７
、４
７
１
千
円
減
少
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
要
因

に
よ
り
、
経
常
収
支
差
引
で
は
、
赤
字
額
が
年
度
予
算
を

７
３
、３
０
１
千
円
下
回
っ
た
も
の
の
、
１
８
３
、３
７
７
千

円
の
巨
額
な
赤
字
決
算
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
平
成
27
年
度
予
算
は
、
納
付
金
の
過
大
な
負
担
に

よ
り
経
常
収
支
差
引
で
は
１
５
１
、２
７
０
千
円
の
赤
字
決

算
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

納
付
金
に
つ
い
て
は
、
27
年
度
に
す
べ
て
の
団
塊
の
世
代

が
前
期
高
齢
者
と
な
る
前
期
高
齢
者
納
付
金
は
、
28
年
度
以

降
巨
額
な
負
担
増
が
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

加
え
て
27
年
度
に
全
面
総
報
酬
割
が
導
入
さ
れ
た
後
期
高

齢
者
支
援
金
は
、
28
年
度
以
降
さ
ら
な
る
負
担
増
が
見
込
ま

れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
平
成
28
年
度
以
降
、
高
齢
者
医
療
制
度
へ

の
納
付
金
の
過
重
な
負
担
が
続
く
こ
と
が
予
測
さ
れ
ま
す
の

で
、赤
字
補
填
の
た
め
取
り
崩
し
て
き
た「
別
途
積
立
金
」は
、

28
年
度
に
も
完
全
に
枯
渇
し
、
法
定
準
備
金
の
繰
り
入
れ
も

で
き
な
い
た
め
、
平
成
28
年
度
の
予
算
編
成
に
お
い
て
は
、

保
険
料
率
の
改
定
を
実
施
せ
ざ
る
を
得
な
い
大
変
厳
し
い
財

政
状
況
に
あ
り
ま
す
。

　

当
健
康
保
険
組
合
と
し
ま
し
て
は
、
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画

に
基
づ
く
効
果
的
な
保
健
事
業
を
実
施
し
、
皆
さ
ま
の
健
康

維
持
・
増
進
を
積
極
的
に
サ
ポ
ー
ト
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

皆
さ
ま
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
健
診
の
受
診
な
ど
を
徹

底
す
る
こ
と
で
自
分
の
健
康
は
自
分
で
守
り
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
の
積
極
的
な
利
用
な
ど
、
医
療
費
の
節
約
に
も
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◇一般勘定◇
　●被保険者数	 3,820人
　	 	（男性	3,122人　女性698人）
			●平均標準報酬月額	 458,114円
　	 （男性	495,596円、　女性285,479円）
			●総標準賞与額（年間合計）	 4,450,615千円
　●平均年齢	 44.42歳（男性44.94歳	　女性42.10歳）
			●被扶養者数	 4,536人
　●前期高齢者加入率	 3.21％　
　●健康保険料率	 1000分の84.00
　　（調整保険料率を含む）	 （事業主1000分の50.40、被保険者1000分の33.60）

◇介護勘定◇
　●介護納付金の対象となる
　　第２号被保険者数	 3,444人
			●介護保険料の徴収対象となる
　　第２号被保険者数	 2,361人
　●介護保険料率	 1000分の11.76（事業主1000分の5.88、
	 被保険者1000分の5.88）

　

栗
田
健
康
保
険
組
合
の
平
成
26
年
度
決
算

が
、
去
る
平
成
27
年
７
月
29
日
開
催
の
第

１
２
４
回
組
合
会
に
お
い
て
承
認
さ
れ
ま
し
た

の
で
、
そ
の
概
要
を
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

平
成
26
年
度
は
、
１
８
３
，
３
７
７
千
円
の
経
常
赤
字

—
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
過
重
な
納
付
金
負
担
は
、
も
は
や
限
界
に—

平
成
26
年
度
決
算
基
礎
数
値

平
成
26
年
度
決
算
の
お
知
ら
せ
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科  目 決算額（千円）

収
入

保　　険　　料 208,070
繰　　入　　金 13,000
雑　　収　　入 11
合　　　　　 計 221,081

支
出

介　護　納　付　金 210,907
合　　　　　 計 210,907

科目 決算額（千円）

収
入

保 　 　 険 　 　 料 2,096,010
　　　（基　本　保　険　料） （978,307）
　　　（特　定　保　険　料） （1,117,703）

調　整　保　険　料 32,948
国庫負担金・利子収入 968
国 庫 補 助 金 収 入 1,090
雑  　 入  　 他 233
財政調整事業交付金 26,257
繰 　 入 　 金 234,411
合 　　　　　　計 2,391,917
経 常 収 入 合 計 2,098,941

支
出

事 　 務 　 費 55,430
保 険 給 付 費 1,045,239

　　　（ 本 人 分 医 療 費 ） (454,741)
　　　（ 家 族 分 医 療 費 ） (469,583)
　　　（ 高  額  療  養  費 ） (11,380)
　　　（ 高 齢 者 分 医 療 費 ） (25,701)
　　　（現 　 金 　 給 　 付 ） (60,926)
　　　（付 　 加 　 給 　 付 ） (22,908)

納 付 金 1,095,593 
　　　( 前期高齢者納付金 ) （531,743） 

　　　( 後期高齢者支援金 ) （466,388）

　　　( 病 床 転 換 支 援 金 ) （0）

　　　( 退職者給付拠出金 ) （97,449） 

　　　( 老 人 保 健 拠 出 金 ) （13）

保 健 事 業 費 84,022
財政調整事業拠出金 32,948
積 立 金 他 2,034
合 　　　　　　計 2,315,266
経 常 支 出 合 計 2,282,318
経常収支の差引 ▲ 183,377

平成26年度収入支出決算概要（一般勘定）

平成25年度収入支出決算概要（介護勘定）

被保険者
１人当たりで
みると

健康保険組合の収入の柱である保険料収入が減少	 	
健康保険組合の事業運営の多くを賄う保険料収入は、総標
準賞与額の大幅な減少により平成２５年度決算比で、0.3％
の減少となりました。

ポイント1

別途積立金 ･法定準備金からも繰り入れ
納付金の急増により、大幅な収入不足となったため、別途
積立金の繰り入れ (102,000 千円）に加えて、法定準備金
(131，771 千円 ) の繰り入れを行いました。

ポイント2

保険給付費が減少
医療費や手当金等、各種の給付に充てるための費用です。
本人分医療費の減少により、平成 25 年度決算比で２.７％
減少しました。

ポイント3

保健事業費は、保険料収入の４．０％程度
組合員の皆さまの健康の維持・増進をサポートするために
支出された費用は保険料収入の４．０％に止まっており、全
健保組合の平均（５％程度）より低く、さらなる予算確保
が必要です。

ポイント5

経常収支は１８３，３７７千円の赤字
予算に比較して、保険料収入の増加および保険給付費の大
幅な減少などにより、７３，３０１千円赤字額が減少しまし
たが、１８０，０００千円を超える赤字となりました。

ポイント6

保険料
548,694 円

収入
626,156 円

繰入金 61,364 円

調整保険料 8,625 円

財政調整事業交付金 6,874 円

国庫負担金・利子収入 253 円

国庫補助金収入 285 円

雑収入・その他 61円

支出
606,091 円

保険給付費
273,623 円

納付金
286,804 円

保健事業費 21,995 円

事務費 14,511 円
財政調整事業拠出金 8,625 円

積立金 他 532 円

保険料収入の５２％を超える納付金
高齢者の医療を支えるための納付金は、加入人数や総報酬
額などを基に計算されます。
保険料収入の５２．３％を占め、組合財政を逼迫させる最大の
要因となっています。

ポイント4
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本
年
度
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た

ー
「
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
」
ー

具
体
的
な
取
り
組
み
を
ご
紹
介
し
ま
す

　

厚
生
労
働
省
の
方
針
を
受
け
、
効
果
的
・
効
率
的
な
保
健
事
業
を
推

進
す
る
「
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
」
を
展
開
中
で
す
。

　

本
誌
２
０
１
５
年
春
号
で
ご
紹
介
し
ま
し
た
と
お
り
、
メ
タ
ボ
対
策

す
な
わ
ち
「
生
活
習
慣
病
予
防
事
業
」
に
重
点
を
置
き
、
さ
ま
ざ
ま
な

関
係
者
と
連
携
・
協
力
し
て
取
り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

本
号
で
は
、
生
活
習
慣
病
予
防
事
業
の
体
制
と
、
本
年
度
の
課
題
と

具
体
策
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

「
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
に
基
づ
く
保
健

事
業
を
活
用
し
、
10
年
後
20
年
後
も
元

気
な
か
ら
だ
を
維
持
！
」

●
ス
ロ
ー
ガ
ン

個別アプローチによるメタボ対策が変わります……

健康診断結果で、治療中あるいは受診勧奨（要治療）のレベルではないが、糖尿病・高
血圧症・脂質異常症などの生活習慣病のリスクがあるという人を対象に、健保のメタボ
対策を実施しています。

従来
国の施策で「特定保健指導」

と呼ばれる「食事と運動によ

る健康改善プログラム」を、

主として実施してきました。

対象：	 初めてメタボ該当と

なった 40歳以上の人

（服薬者すなわち治療

中の扱いの人を除く）

平成 27 年度
①初めてメタボ該当となった 40歳以
　上の人（服薬メタボ者を除く）

⇒特定保健指導（食事と運動による
健康改善プログラム）

②30代のメタボ者（服薬メタボ者を
　除く）

⇒特定保健指導に準じたアプローチ

③特定保健指導の拒絶・中止者、リ
　ピーター（経年対象者）　　　　　

⇒健保の医療スタッフによる書類／
面談支援

④服薬メタボ者
⇒検討中

メ
タ
ボ
者
を
層
別
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
合
っ
た

生
活
習
慣
改
善
指
導
の
施
策
を
設
定
し
、

メ
タ
ボ
者
全
員
に
な
ん
ら
か
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を

行
う
仕
組
み
と
し
ま
す
。

変更
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生活習慣病予防事業の体制、本年度課題／具体策

加入者の
皆さま

健診の連絡・
調整・フォローなど
（被保険者向け）

要望・
問合せ

相談・
問合せ

生活習慣病予防
事業全般の実施・
情報提供

（生活習慣病予防
事業の計画・策定・
推進・レビュー
などで）連携

各事業主
●総務・人事部門
●医療スタッフ
●総務・人事部門
●医療スタッフ

健保組合
●医療スタッフ
●保険事業担当
●医療スタッフ
●保健事業担当

１．健診機会の提供
【課題】①被扶養者健診や婦人科検診の

　　受診者数の低迷
　②要治療者に対する受診勧奨後
　　のフォローが不十分

【具体策】①被扶養者健診・婦人科検診
　を中心とした受診率の向上（利便性向上策が中心、かかりつけ医受診の拡大も検討）
②事業主と連携した、「要治療」対象者へ対応する仕組みの検討

２．個別アプローチによるメタボ対策の充実
【課題】①特定保健指導（食事と運動による健康改善プログラム）の対象者および参加者が、

　　メタボ者の一部に限られる
　②国の基準に則った、固定的な指導方法の弊害として、参加拒絶あるいは中止に
　　至るケースが目立つ
　③若年層メタボ者、服薬者（治療中の扱い）、リピーター（経年対象者）は対象外

【具体策】①メタボ者全員になんらかのアプローチ（詳細は、前ページ下の囲み欄を参照）
②層別や指導におけるデータ活用の充実

３．健康教室の活用
【課題】①スケジュールや異動の関係で参加できない人がいる

②被扶養者を対象とする健康教室を開催していない
【具体策】①実施事業所、参加者拡大（ＴＶ会議活用も含む）

②家族向けの健康教室の試行

４．ヘルスリテラシー（※）
【課題】①改善中だが、一方通行のアプローチ

というイメージが強い（管理栄養士だより、
ホームページなど）
②読みづらい、読む気にならない
（ホームページ、グループ掲示板）

【具体策】①管理栄養士だよりでの事業主や個人
　　　　　の事例紹介

②健康意識向上をねらったインセン
ティブの検討

※ヘルスリテラシー：健康情報
を獲得・理解・活用するため
に必要な知識・意欲・能力
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②	③	

「
別
居
す
る
父
母
、
祖

父
母
」

「
収
入
の
な
い
配
偶
者
（
妻
）」、「
自
営
業

者
等
」

対象者 証明書類

別居する父母、祖父母

①過去３ヵ月間（平成 27 年 10 月～ 12 月）の送金証明書
　（毎月の仕送り額が７万円以上の銀行振込の控えなど）
②認定対象者の所得証明書
　（課税（非課税）証明書、年金振込書など）
　※①および②の証明書類の提出が必要です。

自営業者         
不動産収入のある方

平成 27 年度所得証明書 ( 課税証明書 )【写し不可】　および
平成 27 年分「確定申告書写しと収支内訳書写し」

収入のない配偶者（妻） 平成 27 年度（平成 26 年分）非課税証明書

①	②	

事務局からのお知らせ
平成 28 年１月～３月に保険証の一斉更新を実施します

〔特に下記の対象者はご注意ください〕



からだ
年齢
カルテ

見た目の影響の大きい歯と口の健康は、老化予防に直結するもののひとつです。
口の健康を守れば全身の健康状態も改善し、〝健

け ん

口
こ う

美
び

〞も達成できます。
口からの老化を防いで、全身のアンチエイジングを始めましょう。

あてはまるものが
多いほど歯を失い、
顔の若 し々さが
失われてしまいます！

老化警報

□姿勢が悪いと言われたことがある

□歯を磨かずに寝てしまうことがあ
る

□歯磨きには歯ブラシ以外は
　使わない
□タバコを吸う（吸っていた）

□生活が不規則で睡眠不足だ
□早食いとよく言われる
□「ながら食い」をよくする
□甘い飲みものをよく飲む
□治療以外で歯医者には行かない

お口の老化が進む習慣をチェック

お
口
の

監修／宝田歯科医院　院長 宝田恭子
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口
の
ト
ラ
ブ
ル
の
代
表
と
言
え
ば
む
し

歯
と
歯
周
病
。
特
に
30
歳
以
上
の
８
割
が

か
か
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
歯
周
病
は
、
歯

を
失
い
、
口
臭
の
原
因
と
な
る
だ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
歯
周
病
の
原
因
菌
が
歯
茎

か
ら
血
管
に
入
り
込
み
、
全
身
の
臓
器
に

悪
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。
ま
た
、
歯
周
病

で
歯
茎
が
下
が
っ
て
歯
の
根
の
部
分
が
露

出
す
る
と
、
そ
こ
か
ら
む
し
歯
が
進
行
し

て
歯
を
失
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
こ
で
重
要
に
な
る
の
が
毎
日
の
歯
磨

き
。
歯
磨
き
の
目
的
は
細
菌
の
塊
で
あ
る

歯
に
つ
い
た
プ
ラ
ー
ク
を
掃
除
し
て
、
口

の
中
の
細
菌
の
数
を
減
ら
す
こ
と
で
す
。

回
数
よ
り
も
し
っ
か
り
と
磨
け
て
い
る
か

が
ポ
イ
ン
ト
。
雑
な
３
回
よ
り
１
日
の
う

ち
最
低
１
回
は
時
間
を
か
け
て
丁
寧
に

行
っ
た
ほ
う
が
、
歯
周
病
予
防
に
は
効
果

的
で
す
。
歯
間
ブ
ラ
シ
や
デ
ン
タ
ル
フ
ロ

ス
も
使
っ
て
、
歯
ブ
ラ
シ
が
届
か
な
い
場

所
も
き
れ
い
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

近
年
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン

の
普
及
で
、
常
に
前
か
が
み
の
猫
背
の
姿

勢
で
い
る
人
が
増
え
て
い
ま
す
。
口
も
と

の
筋
肉
や
骨
格
は
全
身
と
つ
な
が
っ
て
い

る
た
め
、
猫
背
の
状
態
が
長
時
間
続
く
と

顔
の
表
情
を
つ
く
る
表
情
筋
が
衰
え
、
シ

ワ
や
た
る
み
の
原
因
と
な
り
ま
す
。
つ
ま

り
姿
勢
の
崩
れ
で
口
も
と
（
＝
顔
）
か
ら

雑
な
３
回
よ
り
効
果
的
な

１
日
１
回
の
丁
寧
な
歯
磨
き

姿
勢
の
崩
れ
で

口
も
と
か
ら
の
老
化
が
進
む

歯周病がひどくなると歯茎から歯周病菌
が侵入し、その影響で全身の臓器に悪影
響が…。近年では、手術の前に歯科医に
よるケアで、口の中を徹底的に清潔にする
ことを指示する外科医も増えてきていま
す。

呼吸には口で呼吸する「口呼吸」と
鼻で呼吸する「鼻呼吸」があります。
口呼吸では、呼吸の際に口内が乾燥す
ることで細菌が繁殖しやすくなり、む
し歯や歯周病の悪化、口臭の原因にも
なります。一方、鼻呼吸では口内の乾
燥を防げるだけでなく鼻がフィルター
の役割を果たすため、インフルエンザ
やかぜなどの感染症の予防にもつなが
ります。口と歯の健康を守るために
は、できるだけ鼻からの呼吸をするの
が大切です。

全身に悪影響を与える歯周病

（　　） （　　）
口内の清潔さが
全身に影響

口呼吸で
細菌が増える！

認知症
脳卒中

動脈硬化

糖尿病

心臓病

メタボリック
シンドローム
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の
老
化
が
進
ん
で
し
ま
う
の
で
す
。

猫
背
で
は
、
食
事
の
際
に
き
ち
ん
と
か

め
な
い
点
も
問
題
で
す
。
よ
く
か
ま
ず
に

水
分
で
流
し
込
む
よ
う
な
食
べ
方
に
な
る

た
め
、
だ
液
の
分
泌
が
減
り
、
飲
み
込
む

（
嚥え
ん

下げ

）
力
が
低
下
し
ま
す
。
早
食
い
に

も
な
り
が
ち
で
す
か
ら
、
食
べ
過
ぎ
に
よ

る
メ
タ
ボ
も
心
配
で
す
。

そ
こ
で
、
猫
背
に
注
意
し
て
、
気
が
つ

い
た
ら
背
筋
を
伸
ば
し
て
サ
ッ
と
姿
勢
を

リ
セ
ッ
ト
し
て
く
だ
さ
い
。
若
々
し
さ
と

全
身
の
健
康
を
守
る
た
め
に
、
正
し
い
姿

勢
を
意
識
す
る
こ
と
を
始
め
ま
し
ょ
う
。

  

「
歯
医
者
に
は
痛
く
な
っ
た
と
き
以
外

は
近
づ
き
た
く
な
い
」
と
い
う
人
も
多
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
プ
ラ
ー
ク

が
石
灰
化
し
た
歯
石
は
、
歯
ブ
ラ
シ
で
は

除
去
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
歯
の
プ

ロ
で
あ
る
歯
科
医
や
歯
科
衛
生
士
に
よ
る

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
が
必
要
で
す
。
歯
周
病
の

原
因
に
な
る
歯
と
歯
茎
の
間
に
入
り
込
ん

だ
歯
石
を
掃
除
す
る
た
め
に
も
、
プ
ロ
の

ケ
ア
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
か
か
り
つ
け
の
歯
科
医
を
決

め
て
、
３
ヵ
月
に
１
回
は
歯
の
ク
リ
ー
ニ

ン
グ
と
歯
科
健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う
。
定

期
的
な
受
診
で
口
の
中
の
状
態
の
変
化
が

わ
か
り
ま
す
し
、
歯
の
磨
き
方
の
ア
ド
バ

イ
ス
も
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

口
と
歯
の
健
康
を
守
る
に
は
「
痛
く

な
っ
て
か
ら
」
よ
り
、「
痛
く
な
る
前
」

の
歯
医
者
さ
ん
が
大
事
な
の
で
す
。

大
事
な
の
は

 「
痛
く
な
る
前
」
の
歯
医
者
さ
ん

姿勢で変わる!  口からの老化

（　　） （　　）

口からの老化を防ぐために

（　　） （　　）

B a d G o o d !
老化が進む〝スマホ姿勢〞 若 し々さを保つ〝健

け ん こ う

口姿勢〞

若々しさが
保てる

歯磨きでプラークを減らす

免疫力を高める生活に

よくかんでだ液を増やす
雑な３回より丁寧な１回が効果的。
歯間ブラシやデンタルフロスも活用し
ます。さらに３ヵ月に１回は歯科医院
でプロによるクリーニングを。

歯周病も細菌による感染症ですから
免疫力が重要です。規則正しい生活に
加えて禁煙を。細菌を増やさないため
に細菌のエサになる糖分は控えめに。

だ液は細菌の増殖を防ぎ、口と歯を
守ります。よくかんで食べることでだ
液の分泌を増やしましょう。しっかり
かめるように悪い姿勢の見直しを。

背筋が伸びている
と骨盤が正しい位置
に納まり、胸鎖乳突
筋（表情筋の１つ）
も正しい角度になる
ため、顔の老化が起
こりにくくなりま
す。

背骨が歪み骨盤が
倒れることで肩こり
や腰痛の原因に。胸
鎖乳突筋が垂直に近
い角度になること
で、シワなどの顔の
老化が進んでしまい
ます。

肩こり・腰痛や
顔の老化の
原因に

89
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☆
被
保
険
者
婦
人
科
検
診
☆

☆
ご
家
族
（
被
扶
養
者
）・
任
意
継
続
者
健
診
☆

ー
平
成
27
年
度
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の
ご
報
告
ー

　
栗
田
健
康
保
険
組
合
で
は
、
健
康
診
断
運
用
の
改
善
に
向
け
て
、
本
年
度

お
送
り
し
た
健
診
・
検
診
案
内
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
同
封
し
た
と
こ
ろ
、
多
く

の
方
々
か
ら
ご
回
答
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
さ
ま
、
貴
重
な
ご
意
見
を
多

数
ち
ょ
う
だ
い
し
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

Ｑ１．栗田健保の婦人科検診の受診（過去３年以内）
①乳がん検診： 受診した 21人

受診していない 116人
②子宮がん検診： 受診した 21人

受診していない 115人
未記入 1人

－被保険者婦人科検診－
（回答者 137 人）

Ｑ3．「受診したいが時間がないから」の回答者からのご要望
（複数回答可）

①会社で定期健診に併せて受診 44人
②夜間に受診 6人

③休日に受診 10人

④その他 1人

婦人科検診受診の理由のみで、会社を休むことをためらわれている方が多いようです。本年度から一部
事業所と連携し、会社の定期健康診断に併せて、婦人科検診を受診できる仕組みや、事業所近隣の検診
機関との契約などを試行しています。
また、かかりつけ医など最寄りの医療機関で受診し、いったん検診費用全額をご負担いただき、後日栗
田健保へ補助金申請する「償還払い」による方法もあります。
より多くの方に受診いただきたいと考えており、今後も利便性の向上に努めてまいります。

①無料 12人
② 500円～ 1,000 円／１検診 2人

③ 1,000 円／１検診 3人

Ｑ５．「他（自治体等）で受けている」場合の個人負担金水準
①無料 13人
② 500円／１検診 6人

③ 600円／１検診 1人

④ 1,000 円／１検診 4人
⑤ 2,000 円／１検診 2人

⑥ 2,500 円／１検診 3人

⑦回答なし 5人

「個人負担金をなくしてほしい」
　皆さまの会社の福利厚生制度におい
て、「婦人科検診」受診についての補助
金支給の仕組みを設けている場合があ
ります。
　栗田健保からご案内した婦人科検診
は、個人負担金として 1人当たり 1,500
円／ 1検診が必要となりますが、会社
の補助金制度を併せて利用すれば、実
質的に無料で検診受診ができることに
なります。
　いま一度、会社の補助金制度をご確
認ください。

Ｑ4．「検診費用が高いから」の回答者からの「適切な個人負担水準」（現状は1,500円／１検診）

11 10

0 10 20 30 40 50

①受診したいが時間がないから
②面倒だから

③健康に不安がないから
④健康に不安があり、がんであることがわかってしまいそうだから

⑤検診費用が高いから
⑥他（自治体等）で検診を受けているから

⑦かかりつけ医が検診機関になっていないから
⑧小さい子どもや要介護者がいて手が離せないから

⑨その他

50人
15人
13人
0人

34人
10人
7人

17人

31人

Ｑ2．受診しなかった理由



11

－ご家族（被扶養者）・任意継続者健診－
（回答者 58 人）

Ｑ１．栗田健保の巡回レディース健診・施設型健診の受診（過去３年以内）

①女性の方 受診した 24人 巡回レディース健診 ３人
　（複数回答あり） 施設型健診 23人

受診していない 21人
②男性の方 受診した 6人 施設型健診 6人

受診していない 7人

皆さまへのお願い！

「被保険者婦人科検診」
　乳がん・子宮がんは早期発見・早期治療すれば、
普段通りの生活を継続することができます。
　ぜひこの機会をご活用いただき、ご自身の健康
管理にお役立てください。

★申込期限：平成 27年 11月 30日（月）まで
★受診期限：平成 27年 12月 30日（水）まで

「ご家族（被扶養者）・任意継続者健診」
　まだお申し込みされていない方は、ご自身の健
康管理にぜひご活用ください。
　なお、今年度から巡回レディース健診および施
設型健診の対象年齢を、35歳以上から 30歳以上
に広げました。

［巡回レディース健診・施設型健診］
★申込期限：平成 27年 12月 31日（木）まで
★受診期限：平成 28年 12月 29日（月）まで

［特定健診］
★申込期限：平成 28年 3月 24日（木）まで
★受診期限：平成 28年 3月 31日（木）まで

11

①受診したいが時間がないから
②面倒だから

③健康に不安がないから
④健康に不安があり、病気であることがわかってしまいそうだから

⑤健診費用が高いから
⑥ほか（自治体等）で健診を受けているから
⑦ほか（パート先）で健診を受けているから
⑧かかりつけ医が健診機関になっていないから

⑨小さい子どもや要介護者がいて手が離せないから
⑩その他

0 3 6 9 12 15

０人

０人

1人

０人

2人
2人

2人

10人
5人

14人

Ｑ2．受診しなかった理由

「健診受診の必要がないから」
面倒だから、健康に不安がないから、などの理由で健診を受診されていない方については、
年齢が若いことや自覚症状がないことから、まだ健診を受診しなくてもよいと思っている
方も多いようです。
栗田健保では、健診データから生活習慣病発症の兆候が３０代から始まっていることが判
明したこと、婦人科がんの発症年齢が若年化傾向を示していることを受けて、リスクの芽
を早期に摘むため、健診対象年齢を広げて実施してきました。
定期的に健診を受診することは、病気の早期発見、早期治療のために、どの年齢層におい
ても大切なことです。

「自治体あるいはパート先などほか
の健診を受診している」
栗田健保が案内する健診以外に、皆さ
まがお住まいの自治体やパート先で健
診を受診されている方も多いようです。
大切なことは、健保の受診にかかわら
ず、自治体やパート先などご自身の利
用し易い健診により、１年に１度の健
康チェックを欠かさず実施していただ
くことです。
また栗田健保の仕組みについても、さ
らに受診し易くなるよう、今後もアン
ケートを通じて皆さまのご意見ご要望
を伺わせていただきます。
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健康保険組合の規約、事業計画、予算、決算等の重要な事項は、組合会で決定します。
また、組合会は、選定議員と互選議員が同数によって運営します。
執行機関としては理事会があり、理事の半数は選定議員のなかから、残りの半数は互選議員のなかから選
ばれます。

選定議員 互選議員

理　事　長 門田　道也 栗田工業 理　　事 加藤　潤一 栗田工業　大阪

常務理事 佐藤　幸雄 栗田健康保険組合 〃 奥田　展也 クリタス

理　　事 武藤　幸彦 栗田工業 〃 上田　　守 栗田総合サービス

〃 高橋　　努 栗田工業 〃 豊嶋　孝浩 栗田工業労働組合

監　　事 小林　美博 クリタ・ビルテック 監　　事 松村　秀樹 クリタ・ビーエムエス

議　　員 渡辺　幹雄 栗田工業　東北 議　　員 河合　　斉 栗田工業　名古屋

〃 岡田　　毅 栗田工業　開発 〃 臼井　　昇 クリタス

〃 比江森康夫 クリタ分析センター 〃 河本　精司 栗田エンジニアリング

〃 中川　一幸 クリテックサービス 〃 浅見　吉崇 栗田工業労働組合

定　　員 ９名 定　　員 ９名

合　　計 18 名

平成 27 年 10 月 20 日現在（敬称略）

●受診時の注意●
①予防接種を受けてから抵抗力がつくまでに２週間程度かかります。接種希望の方は、インフルエンザ流行前の 10 月～
12 月中旬に接種されることをお勧めします。 
②妊娠中の方や基礎疾患を有する方、卵アレルギーの方等は、接種について医師へご相談ください。

組
合
会
議
員
お
よ
び
理
事
紹
介

栗田健康保険組合では、疾病予防対策として全組合員を対象に、今年度も季節性インフルエンザ予防接種費用の補助を実
施いたします。
希望される方は、下記をご確認いただき、受診してください。なお、詳しいお知らせは、栗田健保ホームページ（http://
www.kuritakenpo.or.jp/）でご確認ください。

平成 27年度インフルエンザ予防接種補助のお知らせ

院内予防接種 集合予防接種 出張予防接種 最寄りの医療機関で
予防接種

接種方法 東振協※が契約した医療機関で接
種する方法

東振協が設置した会場
で接種する方法

東振協が契約した医
療機関が事業所に出
張して接種する方法

契約外医療機関で接種
する方法

補助対象者
（接種日時点で資格
がある方）

被保険者および被扶養者
（小児対象年齢は医療機関ごとに異
なります。事前に医療機関に確認
が必要です）

被保険者および被扶養
者
（中学生以下については
接種できません）

被保険者および被扶養者　

補助対象接種期間
平成 27年 10月

～
平成 28年 3月

平成 27年 11月中旬
～

12月中旬

平成 27年 10月
～

平成 28年 3月

補助額等
（1人当たり 1回）

自己負担金（接種費用から健保組合の補助金 1,500 円を差し引いた金額）を接種時に支
払います。なお、自己負担金は医療機関ごとに異なります。

1人当たり 1,500 円
（接種費用が 1,500 円に
満たない場合は実費）

健保組合への手続き なし 健保組合へ補助金の申
請を提出する。

※東振協とは、一般社団法人東京都総合組合保健施設振興協会（http://www.toshinkyo.or.jp/）の略称で、保健施設事業の振興と総合健康保険
組合制度の普及、啓発のための事業を行うことにより、健康の保持増進と生活の安定・向上に寄与することを目的として共同事業を行って
います。

事 務 局 か ら の お 知 ら せ
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